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ご説明の流れ

1.クラウド型被災者支援システムの意義
2.システムの政策的位置づけ
3.平時・発災時の活用事例のご紹介
4.導入に当たって活用可能な地方財政措置
5.導入スケジュールについて
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〇災害時、被災市町村では、短期間に膨大な災害対応業務が発生します。
〇被災者支援に係る業務の迅速化・効率化には、行政手続の電子化やシステム整備が有効な手段。
〇自治体のシステム整備促進を目的として、内閣府において「クラウド型被災者支援システム」を構築
し、 令和４年度から、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）により運用を開始しました。

※被災者の氏名・生年月日・性別・住所や、住家の被害状況、罹災証明書の申請状況等を記載したもの

避難所の管理・運営

被災者の状況把握（被災者台帳の作成※）

被害認定調査・罹災証明書の発行

氏名 生年月日 性別 住所 電話番号 要配慮者
住家被害
の状況

人的被害
の状況

罹災証明
申請

申請日 交付日
生活再建支
援金申請

○○　太郎 1954/10/〇 男 ○○1丁目97番地 123-1111 要（高齢） 全壊 無 申請済 11月2日 11月16日 11月18日

△△　花子 1945/3/△ 女 △△1丁目100番地 123-4567 要（高齢） 無 有（骨折） ― ― ― ―

□□　一郎　 1976/7/□ 男 □□3丁目10番地 345-1234 無 大規模半壊 無 申請済 11月10日

××　次郎 1965/11/× 男 ××５丁目10番地　××678-9898 要（身体障害） 一部損壊 無

　　　　　　　　　　

住家
※

の被害の
程度

□全壊　□大規模半壊　□中規模半壊　□半壊　□準半壊　□準半壊に至らない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部損壊）

罹災原因 　　　年　　　月　　　日の　　　　　　　　　　　　による

　上記のとおり、相違ないことを証明します。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇〇市町村長

（整理番号）

罹　災　証　明　書

世帯主住所

世帯主氏名

（追加記載事項欄③）

（追加記載事項欄①）

※住家とは、現実に居住（世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。）のために使用している建物
　 のこと。（被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家）

（追加記載事項欄②）

被災住家
※

の
所在地

被災者支援業務の概要
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○被災者支援業務のデジタル化の推進のため、内閣府において「クラウド型被災者支援システム」を構築し、
令和4年度から、地方公共団体情報システム機構（J-LIS）により運用開始。

○避難所の入退管理や罹災証明書のコンビニ交付などにマイナンバーカードを活用し、効率化や利便性の向上を図る。

クラウド型被災者支援システムの概要
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○ 現在、全国の自治体において、様々な被災者支援のDXが進んでいる。内閣府では、これらの被災者支援の仕
組みの相互連携を実現するべく、官民の多様な被災者支援システムの相互連携強化に係る事業費として予算
化し、すでに取り組みを始めています。

官民の多様な被災者支援システムの相互連携強化に係る事業イメージ

外部提供

他自治体
社協・NPO
指定公共機関

etc

様々な災害対応等のシステム
避難所受付システム

住家被害認定調査システム
個別避難計画システム

福祉システム
etc

避難者名簿
避難行動
要支援者
名簿

被災者
台帳

官民の多様な被災者支援システム

ETLツール等
（複数のシステム間でのデータ連携等に必要なデータ処理を行うツール）

データ利活用相互連携機能

取込設定データ変換出力設定インポート
エクスポート

データ交換
API等

データ提供による広域被災者支援への対応

自治体既存システム
住民基本台帳
住登外宛名
家屋課税台帳

避難行動要支援者名簿
避難所等各種マスター

etc

官民の多様な被災者支援システムの相互連携強化より、迅速な被災者支援の実現へ
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〇 利用申込団体の皆さまに、導入の経緯・決め手をお聞きしました

被災者支援システムの導入の経緯・決め手（利用申込団体）

■導入の経緯
• 被災者台帳を作成するシステムがなかった
• 部局間で一元的にデータを管理するシステムがなかった
• 自治体の規模が小さく、兼務職員が多いため、システム化が必須だった
• 個別避難計画を推進したかった
• 防災・安全交付金（国土交通省）の重点配分の対象として業務を継続したかった
• 避難行動要支援者名簿作成を年1回から随時更新に変更したかった
• コンビニ交付サービスを拡充したかった

■導入の決め手
・国が開発したシステムだから
・国が関わっている安心感
・比較的安価である

国の法制度（災害対策基本法）に準拠

財政規模に関わらず導入可能
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〇 平成25年の災害対策基本法改正で、各事務が法制化されました。

避難行動要支援者名簿・罹災証明書・被災者台帳
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〇 令和3年の災害対策基本法改正で、個別避難計画の作成事務が法制化されました。

個別避難計画の作成の努力義務化（令和3年改正）

「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」（令和 3年 5月改定 内閣府防災）

8



〇 令和7年の災害対策基本法改正で、被災者支援等に当たって、デジタル技術の活用
 が推進されました

防災DXの推進（令和7年改正）
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平 時 発災時 応急期 復旧期

・避難行動要支援者名簿・
個別避難計画等の作成

・避難所の管理
・避難者の管理（入退所等）

・住家の被害認定調査
・罹災証明書の交付
（コンビニ交付）

・各種被災者支援手続（※）

避難行動要支援者名簿
個別避難計画

被災者台帳の作成

迅速・適確な援護実施
（援護の漏れ、

二重支給等の防止）
被災者の負担軽減
（同様の申請等の回避）

関係部署の負担軽減
（関係情報共有による

重複の排除）
見守り・相談支援への活用

適切な避難支援等の実施

＜効 果＞

※被災者生活再建支援金、災害弔慰金、
災害障害見舞金、災害援護資金 等

〇 平時から発災時・復旧期まで被災者支援業務を網羅的にカバーしたシステムになります

災害フェーズを網羅したクラウド型被災者支援システム
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○近年の豪雨災害では65歳以上の死者数の割合が高く、高齢者等の避難支援の仕組みが必要。
○クラウド型被災者支援システムの活用により、平時においては、自ら避難することが困難な高齢者等
の個別避難計画の効率的・効果的な作成を支援し、災害時における高齢者等の円滑な避難を実現。

○個別避難計画※作成・管理機能
・浸水区域に居住、日常生活上介護を要する、独居など、複
数の条件を組合せ、自ら避難することが困難な高齢者等を
抽出し、個別避難計画を作成

・個別避難計画の効率的・
効果的な作成・更新
・災害時における円滑な避
難の実現

《 効 果 》

【 平 時 】

※個別避難計画とは
・自ら避難することが困難な高齢者や障害
者等の避難支援を実施するため、一人ひ
とりの避難先や支援者等を定めた計画
・令和3年5月の災害対策基本法の改正に
より市町村の努力義務とされ、概ね5年間
で優先度の高い者について計画を作成

避難支援の検討を行う地域の会議 本人も参加した避難訓練

行政職員（進行）

ケアマネジャー
当事者知人

当事者

地域住民

クラウド型被災者支援システム

クラウド型被災者支援システム（平時の活用）
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○クラウド型被災者支援システムの活用により、災害発生時には、避難所業務の効率化や、迅速な被災者
台帳の作成など、地方自治体における被災者支援業務を効率化するとともに、マイナンバーカードを活
用し、罹災証明書のコンビニ交付など被災者の利便性を向上。

クラウド型被災者支援システム

○避難所関連機能
・避難所の開設状況や、停電・断水等の状況を一元把握
・避難者名簿の迅速な作成、外出状況も含めた人数の管理、
持病や介護の状況など避難者の配慮事項の把握が可能

○被災者台帳機能
・住民基本台帳データを活用し、被災者支援に必要な情報を
集約した被災者台帳を迅速に作成

・住家の被害認定調査や罹災証明書の交付状況等を一元管理

○オンライン申請・コンビニ交付等機能
・マイナンバーカードを活用し、自宅や遠隔地から被災者支
援手続きのオンライン申請や、コンビニでの罹災証明書の
交付が可能

・避難所の管理・運営業務の
効率化

・一人ひとりの状況に応じた
きめ細かな被災者支援の実施

・被災者の利便性向上・負担
軽減

《 効 果 》
【 災害発生時 】

<オンライン申請> <証明書のコンビニ交付>

デジタル技術の活用により、地方自治体における災害対応や被災者支援を円滑化

クラウド型被災者支援システム（災害発生時の活用）
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■導入の経緯
• 住民票などのコンビニ交付と合わせて、本システムを導入
• 「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用して導入
• 導入決定には情報システム部門の関与が重要。関係部署全体で協議して導入を検討

〇 運用開始当初から導入されている奈良県川西町に、導入の経緯、使用感をお聞きしました

人口 約8,000人（約3,500世帯）
利用申込 令和4年7月
運用開始 令和4年12月
導入形態 パターンA（住基と自動連携）

【事例紹介①】平時の使用感（奈良県川西町）

■実際に利用してのご感想
• 関係部署間でリアルタイムにデータを管理・確認できるようになった
• 住基との自動連携で、避難行動要支援者名簿の更新作業が大幅に簡略化
（従来１人に１分程度かかっていた作業が、１つの操作で完了）

• 総務省消防庁の安否情報システムとも、簡単にデータ連携できた
• 警報発表時に、避難所入退所管理アプリを使う予定で準備している
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〇 三重県東員町において、内閣府防災担当（システム担当職員）の立ち合いの下、
発災直後の避難所運営に係るクラウド型被災者支援システムの操作訓練を実施しました。

■訓練時の活用状況 （システム操作訓練の概要）
・発災直後のシステム操作（災害名称の登録から避難所受付準備 等）
・避難所における避難所入退管理アプリの運用準備
・避難所受付シミュレーション（ＭＮＣ携行者、住登外者 等）
・避難者名簿の出力・登録

●実施日 ：令和７年１月２３日（木）、２４日（金）
●実施場所：東員町役場 会議室
●参加者 ：１６名（総務課防災対策室、町民課、

健康長寿課、保険年金課他、内閣府防災）

人口 約26,000人（約10,500世帯）
利用申込 令和５年１０月
運用開始 令和７年３月
導入形態 パターンB（住基と自動連携なし）

■実際に利用してのご感想
• ＭＮＣを利用した避難所受付は本人確認の迅速化と名簿作成の省力化に
効果があった

• 平時から避難行動要支援者名簿等を定期的に更新する必要がある
• 実災害に備えるため、首長も参加する防災訓練・図上訓練でのシステム
活用や、日頃から操作訓練を実施して職員の練度を上げる必要がある

【事例紹介②】システム操作訓練の実施（三重県東員町）
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■訓練時の活用状況

MNC受付の様子
（4PIN入力）MNC受付の様子紙による受付の様子 MNCによる受付の卓

（カードリーダ、テンキーボード等）

〇 前橋市総合防災訓練において、避難所入退所管理アプリとマイナンバーカード（ＭＮＣ）
を用いて、避難所開設・運営訓練を実施していただきました。

●実施日 ：令和5年11月5日（日）
●実施場所：前橋市立 富士見中学校 体育館
●参加者 ：99人（うち、外国人11人、聴覚障害者7人）

【事例紹介③】避難所訓練での活用（群馬県前橋市）

■実際に利用してのご感想
• MNCを携行し、暗証番号を入力できた方は受付がとても早かった
• MNCを携行していない方も、住基データの4情報検索による受付は有効手
続きも早かった

• 手続きの簡略化により、職員・避難者双方の負担を軽減することができた
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MNC受付
（60名）

マイナンバーカードから4情報を取得し、アプリ内の「避難者候補
名簿」を検索して、避難者名簿に登録

4情報検索受付
（39名）

参加者から4情報を聞き取り、アプリ内の「避難者候補名簿」を検
索して、避難者名簿に登録

② 避難所入退管理アプリを用いた受付訓練
最短 最長 中央値
13秒 121秒 21秒

最短 最長 中央値
16秒 161秒 41秒

紙受付
（8名）

参加者自身が「受付名簿兼避難者台帳」に氏名・年齢・性別等を
記載（PCへの入力作業は未実施）

① 紙による受付訓練
最短 最長 中央値

114秒 163秒 138秒

〇 避難所入退所管理アプリを用いた場合、どれくらい手続きが早くなったのか測定して
いただきました。

■受付時間の測定結果
• アプリ受付は、紙受付に比べ、中央値で約6.5倍速い（最大約12.5倍）
• マイナンバーカード受付は、4情報検索に比べ、中央値で約1.9倍速い
• 4PIN（暗証番号）を忘れていた方は3名にとどまった

【事例紹介③】避難所訓練での活用（群馬県前橋市）
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【人的被害】重傷者2名、軽傷者1名
【住家被害】半壊6件、一部損壊18件（罹災証明交付24件）
【その他】 被災届出済証明※（非住家）交付345件

※提示により災害ごみを無料で処理（令和6年6月17日時点）

■災害時の活用状況
• 住基情報の自動連携により、被災者台帳を迅速に作成
• ブルーシートや水の配付、災害ごみ処分手数料の減免を被災者台帳で管理
• 罹災証明、被災証明の申請・交付状況を記録（※発行は紙で即時対応）

〇 高知県宿⽑市に、実際の災害対応における使用感をお聞きしました
●豊後水道を震源とする地震（令和6年4月17日発生）

【事例紹介④】災害時の使用感（高知県宿毛市）

人口 約18,000人（約9,800世帯）
利用申込 令和6年2月
運用開始 令和6年3月
導入形態 パターンA（住基と自動連携）

■実際に利用してのご感想
• 住基データを活用した申請情報登録では、入力ミス削減と作業効率化に寄与
• 物資の配付状況、手数料減免の状況が容易に検索でき、支援漏れの確認が容易
• 被災者台帳のCSVデータ出力により、二次利用も容易に
• 義援金の交付事務など、あらゆる被災者支援業務に役立つ可能性
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〇 埼玉県加須市において、首長と多数の市民も参加した、総合水害広域避難訓練において
クラウド型被災者支援システムによる避難所受付訓練を実施しました。

■訓練時の活用状況（避難所30か所にて約170名がMNC受付を体験）

●実施日 ：令和７年６月１５日（日）
●実施場所：騎西総合体育館ほか（計30か所）
●参加者 ：加須市、自治協力団体、民生委員・児童委員等
●参加人数：訓練参加者数1,200名（うち避難者数409名）

人口 約112,000人（約51,600世帯）
利用申込 令和５年４月
運用開始 令和６年２月
導入形態 パターンB（住基と自動連携なし）

【事例紹介⑤】避難者の受付訓練の実施（埼玉県加須市）

MNCによる受付の卓（カードリーダー・テンキーボード）

■実際に利用してのご感想
• クラウド型被災者支援システムの活用により、従来の手書き・手入力の作業が
大幅に効率化され、市内30か所の避難所で円滑に受付を行うことができた。

• 定期的な避難訓練の実施により、避難所でのＭＮＣ利用が住民に浸透し、
4ＰＩＮ入力含め、スムーズに避難所受付が実施できた。

• 今後も防災訓練を継続して実施し、担当者のシステム操作習熟や住民のＭＮＣ
活用に対する意識啓発を図る必要がある。
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〇 令和４年秋の運用開始以降、全国の大小様々な規模の自治体から利用申込を受付
〇 県内全市町村の一括導入を決めていただいた県もあり

・ 利用申込累計  ： 69団体（対象人口：350.3万人）

利用申込状況（令和7年6月19日現在）
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北海道 三笠市 
北海道 北広島市
北海道 森町 
北海道 奈井江町
北海道 音更町 
北海道 池田町 
北海道 中標津町
北海道 標津町
北海道 羅臼町
青森県 鰺ヶ沢町
山形県 庄内町
福島県 会津美里町
福島県 石川町
群馬県 中之条町
埼玉県 加須市
埼玉県 新座市
埼玉県 三郷市
埼玉県 滑川町
千葉県 千葉市
千葉県 銚子市

神奈川県 三浦市
神奈川県 海老名市
山梨県 昭和町
山梨県 西桂町
山梨県 鳴沢村
岐阜県 海津市
愛知県 大口町
三重県 いなべ市
三重県 東員町
大阪府 泉南市
兵庫県 市川町
奈良県 安堵町
奈良県 川西町
奈良県 河合町
和歌山県 湯浅町
鳥取県 鳥取市
鳥取県 米子市
鳥取県 倉吉市
鳥取県 境港市
鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町
鳥取県 智頭町
鳥取県 八頭町
鳥取県 三朝町
鳥取県 湯梨浜町
鳥取県 琴浦町
鳥取県 北栄町
鳥取県 日吉津村
鳥取県 大山町
鳥取県 南部町
鳥取県 伯耆町
鳥取県 日南町
鳥取県 日野町
鳥取県 江府町
岡山県 新見市
岡山県 瀬戸内市
岡山県 矢掛町
岡山県 勝央町
山口県 田布施町
高知県 高知市

高知県 宿⽑市
高知県 四万十市
高知県 馬路村
高知県 大月町
高知県 黒潮町
福岡県 飯塚市
大分県 日田市
宮崎県 延岡市
宮崎県 串間市



クラウド型被災者支援システム利用申込状況
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年度別クラウド型被災者支援システム利用申込推移

（令和7年6月19日現在）

6月19日現在
導入申込自治体数
合計69団体

※2024年度以降の推移については、想定推移 21



ご説明の流れ

1.クラウド型被災者支援システムの意義
2.システムの政策的位置づけ
3.平時・発災時の活用事例のご紹介
4.導入に当たって活用可能な地方財政措置
5.導入スケジュールについて
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令和7年度、クラウド型被災者支援システムに活用できる地方財政措置として以下の3つがご
ざいます。
本システムの初期費用及び運用費用のコスト削減に貢献しますのでご活用ください。

クラウド型被災者支援
システムでの措置対象 措置期間 交付税措置率

緊急防災・
減災事業債

サーバー等の
調達費などの
初期費用

令和7年度まで 措置率：70％
（充当率：100％）

郵便局などにおける
証明書自動交付
サービスの

特別交付税措置

サーバー等の
調達費などの
初期費用

※

令和7年度まで
措置率：70％
（財政力補正あり）

（事業費上限額：なし）

地域デジタル
社会推進費

（普通交付税）
システム利用料
などの運用費用

令和5年～7年
（事業期間） ー

①

②

③

初期

初期

運用

サーバー等の調達費などの初期費用 システム利用料などの運用費用運用初期

※初期費用のうちコンビニ交付に必要な住基データと被災者支援システムを連携するための改修費用等のみ措置対象

クラウド型被災者支援システムに活用できる地方財政措置
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【パターンA】
住基システムを被災者支援システム等と自動連携する場合

【パターンB】住基システムを被災者支援
システム等と自動連携しない場合

A①
A③

自治体基盤クラウドシステム
（BCL）による住民票の写し等の
コンビニ交付を併せて実施する

場合
A②

住民票の写し等は
既存のコンビニ交付
を利用する場合

B
住民票の写し等は
既存のコンビニ交付
を利用する場合

住民票の写し等
の

コンビニ交付を
利用しない場合

1.
システム整備に必要な費用

（初期費用）

2.
整備後に
必要な
費用
(運用
 費用)

(1)被災者支援
 システム利用料 団体基礎額18万5,000円+団体人口比例額（人口×10円）

(2)システム関連 
運用保守費用

連携APサーバ等の保守管理費用
（BCL導入済みの場合は負担済み）

データフォーマット変換ツール等の
保守運用費用

(3)コンビニ交付
運営負担金

約35万円/年～988万円/年
（BCL導入済みの場合は負担済み）

約69万円/年～988万円/年
（コンビニ交付導入済みのため既に負担済み）

約69万円/年
～988万円/年

(4)コンビニ交付
委託手数料

罹災証明書の交付枚数（117円/通） 罹災証明書の
交付枚数

（117円/通）住民票の写し、印鑑証明書、税証明書の交付枚数（117円/通）
（BCL or 既存のコンビニ交付で負担済み）

(5)BCL証明発行
機能利用料

住民票の写し、印鑑証明書、
税証明書のコンビニ交付枚数

（180円/通）
（BCL環境上の従量課金）

（BCL導入済みの場合は負担済み）

費用負担発生なし

費用内訳

導入パターン

対象外

緊急防災・減災事業債

以下の表は、各導入パターンの初期費用と運用費用に活用できる地方財政措置とその措置率になります。
郵便局などにおける証明書自動交付
サービスの特別交付税措置 ※

地域デジタル社会推進費
（普通交付税）措置率 措置率

70%
措置どちらかを活用可能

対
象
外

70％
措置

70％
措置

約数万円～数百万円約600万円～1,600万円 70%
措置どちらかを活用可能

※初期費用のうちコンビニ交付に必要な住基データと被災者支援システムを連携するための改修費用等のみ措置対象

導入パターンA・Bに活用できる地方財政措置について
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新しい地方経済・生活環境創生交付金(デジタル実装型TYPE１，V）

2025 新しい地方経済・生活環境創成交付金（デジタル実装型TYPE１，V）を用いた
クラウド型被災者支援システムやその他の被災者支援DXも進んでいます
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ご説明の流れ

1.クラウド型被災者支援システムの意義
2.システムの政策的位置づけ
3.平時・発災時の活用事例のご紹介
4.導入に当たって活用可能な地方財政措置
5.導入スケジュールについて
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令和7年度 令和8年度
５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

令和7年度 令和8年度
10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

（例）R7.９月補正で予算措置の場合（4/1～利用開始）

導入検討

システム構築（J-LIS）

見積・庁内調整等

連携環境構築
（初期費用）

試験準備・各種試験
（初期費用）

（例）R8当初予算で予算措置の場合（９月頃利用開始）

★予算成立
利用申込

★予算成立

利用申込

約５か月

約５か月

令和7度９月補正で予算措置をした場合と令和8年度当初予算で
予算措置した場合のスケジュールイメージになります。

利用開始
（運用費用）ヒアリングシート提出

約款様式
送付

導入検討 見積・庁内調整等

ヒアリングシート提出

連携環境構築
（初期費用）

利用開始
（運用費用）

自治体手続き 自治体作業
（必要費用）J-LIS作業・手続き

凡
例

システム構築（J-LIS）

試験準備・各種試験
（初期費用）

約款様式
送付

約款
送付

★利用約款締結

約款
送付

★利用約款締結

導入にむけた自治体のスケジュール（イメージ）
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まとめ

✓ 災害は頻発化・激甚化しており、いつ・どこで
発生してもおかしくない状況

✓   一人ひとりに寄り添ったきめ細かな被災者支援
の実現には、「デジタル化」が極めて重要

✓   クラウド型被災者支援システムは、被災者支援
業務を網羅的にカバーし、発災時はもちろん、
平時の業務効率化にも寄与

28
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